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定期建物賃貸借契約書 

 

貸主 香川県（以下「甲」という。）と借主       （以下「乙」という。）とは、県有

財産を貸付物件として、次の条項により借地借家法（平成３年法律第90号）第38条に規定する定

期建物賃貸借契約（以下「本契約」という。）を締結する。 

 

（貸付物件） 

第１条 貸付物件（以下「貸付物件」という。）は、別紙１第１項記載のとおりとする。 

２ 乙は、本契約の条項に従って、別紙１第２項記載の専用使用部分及び共用部分（以下「共用

部」と総称する。）を使用することができる。 

３ 乙は、貸付物件及び共用部を     の用途（以下「使用用途」という。）にのみ供しなけ

ればならない1。ただし、第20条第４項の定めに従って、使用用途を変更する場合はこの限りで

はない。 

４ 前項の規定にかかわらず、乙は、提案書類（令和７年●月●日付けで提出した提案審査書類、

及び提案審査書類の提出日以降における本事業（以下に定義する。）の実施に係るその他の提

案審査書類一式（提案審査書類についての確認事項回答文書、その他提案審査書類一式に関し

て甲が乙に対して確認した事項に対する乙の回答（書面又は口頭かを問わない。）を含む。）を

いい、以下「提案書類」という。）に記載された重要業績評価指標（以下「KPI」という。）を達

成又は使用用途を遵守するために必要な範囲で、貸付物件のレイアウトを変更することができ

る。 

５ 乙は、貸付物件及び共用部の使用用途に関して必要な諸官庁への届出、許可等の手続きにつ

いて、その一切を自己の責任と費用において行う。 

 

（貸付期間） 

第２条 貸付期間（以下「貸付期間」という。）は、  年  月  日（以下「貸付期間開始日」

という。）から  年  月  日までとする2。 

２ 本契約は、貸付期間の満了により終了し、更新がない。 

３ 甲は、貸付期間の満了の１年前から６ヶ月前までの間（以下「通知期間」という。）に乙に対

し、貸付期間の満了により賃貸借が終了する旨を書面によって通知する。 

４ 甲は、前項に規定する通知をしなければ、賃貸借の終了を乙に主張することができず、乙は、

貸付期間の満了後においても、引き続き貸付物件を賃借することができる。ただし、甲が通知期

間の経過後乙に対し貸付期間の満了により賃貸借が終了する旨の通知をした場合においては、そ

の通知の日から６ヶ月を経過した日に賃貸借は終了する。 

（貸付料） 

第３条 乙は、甲に対して、貸付物件の貸付料（以下「貸付料」という。）として、以下の金額を

支払うものとする。ただし、第１号に定める固定貸付料につき、貸付期間に１月未満の端数が

生じたときは、当該月の固定貸付料は、１月を 30 日として日割計算した金額とし、第２号に

                                                   
1 運営事業者の提案内容を踏まえて具体的な使用用途を定めるものとします。 
2 運営事業者の提案内容を踏まえて具体的な貸付期間を定めるものとします。  



定める変動貸付料につき、第 10 条第１項第２号に定義する事業年度の途中で貸付期間が終了

したときは、当該事業年度の変動貸付料は、別紙２第１項ただし書き記載の算定式により算出

される金額とする。 

（１）固定貸付料（以下「固定貸付料」という。）：月額     円3 

（２）変動貸付料（以下「変動貸付料」という。）：別紙２第１項本文記載の算定式により算出さ

れる金額 

２ 共用部の維持管理に要する諸費用は、貸付料に含むものとする。 

 

（契約保証金） 

第４条 乙は、本契約締結前に、本契約から生じる債務の担保として、固定貸付料の６ヶ月分に

相当する額を契約保証金（以下「契約保証金」という。）として甲に預託し、甲乙相互に確認す

る。 

２ 前項の契約保証金には、利子を付さないものとする。 

３ 第１項の契約保証金は、第26条に定める損害賠償の額の予定又はその一部と解釈しないもの

とする。 

４ 乙が、貸付期間中、貸付料の支払を怠ったとき、又は本契約に基づく損害賠償支払債務を負

うに至ったとき、甲は貸付期間中であっても契約保証金をもって未払いの貸付料、遅延損害金、

違約金及び損害賠償金に充当することができる。なお、乙は、甲に対して、契約保証金をもっ

てその債務に弁済充当するよう求める権利を有しない。 

５ 契約保証金が未払いの貸付料、遅延損害金、違約金及び損害賠償金の合計額に満たないとき

は、甲が弁済を充当すべき債務を指定することに乙は同意する。 

６ 前２項に基づく充当により、契約保証金が第１項記載の金額に不足することとなった場合、

乙は、直ちにその不足額を甲に預託しなければならない。 

７ 甲は、乙が貸付物件を明け渡した後、契約保証金の全額を無利息で乙に返還しなければなら

ない。ただし、甲は、貸付物件及び共用部の明け渡し時に、貸付料の滞納、原状回復に要する

費用の未払いその他の本契約から生ずる乙の甲に対する債務の不履行が存在する場合には、当

該債務額を契約保証金から差し引くことができる。 

 

（貸付料の支払方法） 

第５条 乙は、固定貸付料及び変動貸付料を、甲が乙に対して発行する納入通知書記載の期日（以

下「納期限」という。）までに、その指定場所に支払わなければならない。なお、原則として、

固定貸付料については翌月分をその前月末日限り先払いするものとし、変動貸付料については、

毎年４月１日から翌年３月末日までの１年間分をまとめて、同年５月末日限り後払いする。た

だし、本契約締結年度の賃付料については、令和●年●月●日までに、貸付期間の満了日の属

する最終年度の貸付料については、令和●年●月●日までに、それぞれ支払わなければならな

い。 

 

                                                   
3 運営事業者の提案内容を踏まえて具体的な金額を定めるものとします。貸付期間開始日の属する年度を基準として、

貸付期間開始日から当初の５年間については、段階的な金額提案を認める。なお、段階的な金額提案をする場合であ

っても、５年目以降の固定貸付料は４年目と同額とし、また、どの年度においても最低提案額は 4,000万円とする。 



（遅延損害金） 

第６条 乙は、甲に対して貸付料を納期限までに支払わないときは、納期限の翌日から支払の日

までの日数に応じ、未払い金額に当該納期限が経過した日における民法（明治 29年法律第 89

号）第 404条に定める法定利率を乗じて計算した額を遅延損害金として甲に支払わなければな

らない。 

 

（貸付料の改定） 

第７条 貸付料は、貸付期間において改定されず、甲及び乙は、いかなる理由があっても借地借

家法第 32条に基づく賃付料の増額又は減額を請求しない。 

 

（消費税及び地方消費税） 

第８条 乙は、貸付料にかかる消費税及び地方消費税（以下「消費税等」という。）を別途負担す

るものとし、貸付料と併せて甲に支払う。なお、貸付期間中に消費税等の税率の変動があった

場合、乙は、新たな税率で計算された消費税等を支払うことを予め承認する。 

 

（貸付物件及び共用部の引渡し） 

第９条 甲は、貸付期間の初日に、貸付物件及び共用部を現状で乙に引き渡すものとする。 

 

（計画書及び報告書の提出） 

第 10条 乙は、以下に定める乙による貸付物件の運営業務（以下「本事業」という。）に関する

各計画書を、所定の期限までに作成の上甲に提出し、甲の事前の承認を得なければならない。

また、乙は、当該各計画書を変更する場合、甲の事前の承認を得なければならない。 

（１） 事業計画（マスタープラン） 

甲が別途定める日まで。 

（２） 中期計画書 

初回は甲が別途定める日まで、それ以降は各中期計画期間の前年度の２月末日まで。 

なお、①事業年度とは、乙の事業年度として定められる、各暦年の４月１日に始まり、翌

年の３月末日に終了する１年間（本契約締結年度にあっては、契約締結日から次に到来

する３月末日までの期間をいい、貸付期間の満了日の属する最終年度にあっては、当該

暦年の４月１日に始まり、貸付期間の満了日までの期間をいう。）をいい、②中期計画期

間とは、初回は貸付期間開始日を含む事業年度から５事業年度目まで（当該事業年度を

含む。）の期間をいい、それ以降は各翌５事業年度をいい、以下同様とする。 

（３） 単年度計画書 

初回は甲が別途定める日まで、それ以降は各事業年度の前年度の２月末日まで。 

（４） KPI達成計画書 

第 28条に基づく契約見直しに関する協議を経た場合、中期計画期間の前年度の２月末日

又は甲が別途指定する日まで。 

（５） 返還計画書 

第 25条第 1項に定める期限まで。 

２ 乙は、以下に定める本事業に関する各報告書を、所定の期限までに作成の上甲に提出しなけ



ればならない。 

（１） 中期報告書 

中期計画期間の最終年度の終了日後１か月以内。 

（２） 単年度報告書 

各事業年度の終了日後１か月以内。 

（３） 事業終了報告書 

貸付期間の満了日後３か月以内。 

（４） 返還報告書 

返還計画書に定める期日まで。 

３ 前２項に定める各計画書及び各報告書の様式及び記載事項等については、甲が別途指定する。

なお、中期報告書及び単年度報告書の記載事項には、第 18 条に基づき乙が貸付物件の一部を

転貸する場合における転貸先及び転貸貸付料を含むものとする。 

 

（契約不適合責任） 

第 11条 乙は、本契約締結後、貸付物件である建物その他の施設の損傷等（以下「契約不適合」

という。）が確認された場合、甲に対し、損害賠償のみ請求をすることができ、貸付料の減額及

び追完の請求はできないものとする。ただし、当該契約不適合に係る損害賠償金額の上限は、

三田小山町西地区市街地再開発組合が貸付物件に関して締結した令和●年●月●日付け工事

請負契約に定める契約不適合責任に関する規定に基づき甲が当該工事請負契約の請負業者か

ら実際に受領した損害賠償金額を上限とする。また、当該契約不適合が乙の責めに帰すべき事

由によるものであるときは、乙は、甲に対して、契約不適合に係る損害賠償請求をすることが

できない。 

２ 乙は、甲に対して、前項本文に基づき契約不適合に係る損害賠償請求を行うときは、契約不

適合があることを知ってから1年以内かつ前項の工事請負契約に定める契約不適合責任期間が

満了するまでに、甲に対して当該契約不適合の内容を通知しなければならない。 

 

（修繕） 

第 12条 乙は、第 13条及び第 14条に定める場合を除き、貸付物件について、自己の費用と責

任をもって維持管理及び修繕を行うものとする。 

 

（大規模修繕） 

第 13 条 甲は、大規模修繕（貸付物件に関して設立される予定の管理組合において策定される

長期修繕計画に基づき、実施される大規模修繕をいう。以下同じ。）について、自己の費用と責

任をもって行うものとし、大規模修繕の実施にあたっては乙の意見を聴取するものとする。 

２ 本条に基づき甲が実施する大規模修繕にともない、貸付物件の利用に支障が生ずる場合には、

甲及び乙は、大規模修繕の実施の時期や内容について協議を行うものとする。 

 

（不可抗力による復旧） 

第 14条 ①地震、洪水、高潮、地滑り、落盤その他の自然災害、②豪雨、暴風その他の異常気象

であって貸付物件の周辺において通常発生する気象条件よりも過酷なもの、③騒擾、騒乱、暴



動、火災その他の人為的災害に係る事象、④その他甲及び乙の予測可能性又は支配可能性のな

い事象（放射能汚染及び疫病を含む。）のうち、甲及び乙のいずれの責に帰すことができない

事由（以下「不可抗力」という。）により貸付物件が物理的に損傷したときは、その復旧（ただ

し、乙が設置した什器・備品及び工事をした内装等を対象とする復旧は除き、以下「不可抗力

による復旧」という。）は、甲が定める復旧計画に従い、甲が自己の費用と責任をもって行うも

のとする。 

 

（物価の変動） 

第 15 条 甲は、物価変動により乙に発生した増加費用又は損害を負担せず、この場合、乙は、

自己の責任と費用において本事業を継続しなければならない。 

 

（収入減少に伴う貸付料等の調整協議） 

第 16 条 大規模修繕、不可抗力による復旧、不可抗力による貸付物件の需要変動若しくは著し

い収入の減少又は著しい物価変動により乙による本事業の遂行に支障が生じる場合、当該期間

における収入額の減少を勘案し、甲及び乙は、増加費用の負担、貸付料等の調整及び本契約の

変更その他事業継続に必要な措置について協議を行うものとする。 

 

（使用上、営業上の制限） 

第 17 条 乙は、貸付物件の原状を変更しようとするときは、あらかじめ詳細な理由を付した書

面により甲に申請し、甲の書面による承認を得なければならない。ただし、直ちにかつ軽微な

費用で取り除き、貸付物件の原状に復帰できる程度の軽微な変更及び内装工事については、こ

の限りではない。 

 

（権利譲渡等の制限） 

第 18 条 乙は、甲が事前に書面により承認する場合を除き、貸付物件の使用権を第三者に譲渡

し、貸付物件を第三者に転貸してはならない。ただし、甲は、乙が提案書類において転貸先と

して明記していた又は使用用途を達成するために必要な場合で、かつ、本条第３項各号に定め

る条件を充足する場合は、原則として乙による第三者への貸付物件の一部転貸を承認するもの

とする。 

２ 乙は、貸付物件の一部を第三者に新たに貸し付ける場合において、当該第三者との間で締結

する当該貸付に関する契約は、①当該貸付に借地借家法の適用がある場合には同法第38条に定

める定期建物賃貸借契約又は民法第593条の規定に定める使用貸借契約としなければならず、

かつ、②当該契約の契約期間が貸付期間を超えない（本契約が途中で解除又は終了した場合は

当該解除又は終了をもって当該契約の契約期間も終了する。）ものとしなければならない。 

３ 乙は、貸付物件の一部を第三者に新たに貸し付ける場合においては、当該貸付に関する契約

に次の各号に定める条件を含めるものとし、これに反する条件で貸付を行うことはできない。

乙は、当該第三者につき第１号又は第２号の違反があったことを知ったときは、速やかに甲に

報告するとともに、当該第三者との貸付物件の一部の貸付に関する契約を解除しなければなら

ない。 

（１）当該第三者は、その関係会社及びその取引先（転貸先等）が、第21条第１項第１号に定義



する暴力団及び暴力団関係者に該当せず、かつ将来にわたっても該当しないことを確約す

ること。 

（２）前号の違反があったときは、乙は催告を要することなく直ちに貸付物件の一部の貸付に関

する契約を解除できること。 

 

（賃借人の義務） 

第 19 条 乙は、募集要項及び提案書類に記載される貸付物件の運営事業の内容に基づき、本事

業の業務を誠実に遂行することとする。 

２ 乙は、貸付物件及び共用部を善良な管理者の注意をもって維持保全に努めなければならず、

貸付物件及び共用部の利用にあたっては次の各号の定める内容を遵守するものとする。 

（１）本事業の業務遂行につき衛生管理及び防災等営業に関する関係法令及び監督官公署の指導

を遵守し、適正適法に本事業の業務を遂行すること 

（２）貸付物件及び共用部の管理規約や使用細則等、管理組合が定める利用方法の内容を遵守す

ること 

（３）貸付物件の設備について、法令に基づき点検等を行うこと。また、甲が乙に対して点検結

果の報告を求めた場合、報告を怠らないこと 

（４）乙の責めに帰すべき事由により貸付物件及び共用部が滅失又は毀損した場合において、甲

が要求するときは、自己の責任と費用において原状に回復すること 

（５）甲が使用用途に関連して必要があると認めるとき、又は貸付物件及び共用部の保全その他

貸付物件及び共用部の管理上特に必要があると認めるときにおいて、甲が乙に対して、貸

付物件及び共用部についての現地調査又は必要な報告を求めた場合、乙は、調査を拒まず、

若しくは妨げず、又は報告を怠らないこと 

（６）甲が貸付物件及び共用部の管理上必要があると認めるときにおいて、甲が乙に対して必要

な指示を行った場合、当該指示に従うこと 

３ 乙は、第13条及び第14条に定める場合を除き、第12条に定める修繕費用の負担のほか、貸付

物件及び共用部の維持保全に要する一切の経費は、乙の負担とする。 

４ 乙は、貸付物件について、自己の費用と責任をもって内装工事を行うものとする。 

５ 乙は、貸付物件及び共用部を利用した営業及びそれに関連する業務一切並びにその従業員が

なした行為につき一切の責任を負う。 

６ 乙は、貸付物件及び共用部が不可抗力により毀損し、第三者に損害を与えたときは、その賠

償の責めを負うものとし、甲が乙に代わって賠償の責を果たした場合には、乙に求償すること

ができる。 

 

（不可抗力に伴う免責） 

第 20条 甲は、第 14条に定める場合を除き、不可抗力により乙に発生した増加費用又は損害を

負担せず、この場合、乙は、自己の責任と費用において本事業を継続しなければならない。 

２ 前項の規定にかかわらず、不可抗力により、乙による本事業の継続が困難と甲が判断した場

合は、甲は、不可抗力による履行困難となった本契約上の乙の義務について、当該不可抗力に

よる障害が排除されるまで又は本契約解除までの期間について、乙の履行義務を必要な範囲で

免責する。 



３ 前２項の規定にかかわらず、不可抗力により、乙による KPIの達成が困難と甲が判断した場

合は、乙は、当該 KPIの変更について、甲に協議を申し入れることができ、甲は必要な範囲で

これを認めることができる。 

４ 前３項の規定にかかわらず、不可抗力により、乙による KPIの達成が困難であるものの、使

用用途を変更すれば KPIの達成が可能と甲が判断した場合は、乙は、当該使用用途の変更につ

いて、甲に協議を申し入れることができ、甲は必要な範囲でこれを認めることができる。 

 

（賃借人の事由による契約の解除） 

第 21 条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当しているときは、何らの催告を要せずこの契約

を解除することができるものとする。この場合において、解除により乙に損害が生ずることが

あっても、甲は、その賠償の責めを負わないものとする。 

（１）代表一般役員等（乙の代表役員等（乙の代表権を有する役員（代表権を有すると認めるべ

き肩書を付した役員を含む。）をいう。）、一般役員等（法人の役員（執行役員を含む。）又

はその支店若しくは営業所を代表する者（代表役員等に含まれる場合を除く。）をいう。）

又は経営に事実上参加している者をいう。以下同じ。）が暴力団員による不当な行為の防

止等に関する法律（平成３年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。）第２条第２号に

規定する暴力団 （以下「暴力団」という。）関係者（暴力団対策法第２条第６号に規定す

る暴力団員（以下「暴力団員」という。）又は暴力団員以外の者で暴力団と関係を持ちなが

ら、その組織の威力を背景として同条第1号に規定する暴力的不法行為等を行うもの若し

くは暴力団に資金等を供給すること等によりその組織の維持及び運営に協力し、若しくは

関与するものをいい、以下「暴力団関係者」という。）であると認められるとき 

（２）代表一般役員等が、業務に関し、自社、自己若しくは第三者の不正な財産上の利益を図る

ため又は第三者に債務の履行を強要し、若しくは損害を加えるため、暴力団又は暴力団関

係者を利用したと認められるとき 

（３）代表一般役員等が、暴力団又は暴力団関係者に対して、名目のいかんを問わず、金銭、物

品その他の財産上の利益を与え、又は便宜を供与したと認められるとき 

（４）代表一般役員等が、暴力団又は暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有している

と認められるとき 

（５）契約等の相手方が（１）から（４）までのいずれかに該当する者であることを知りながら、

当該者と下請契約又は資材等の購入契約を締結する等当該者を利用したと認められると

き 

（６）（１）から（４）までのいずれかに該当する者と下請契約又は資材等の購入契約を締結する

等当該者を利用していた場合（（５）に該当する場合を除く。）に、甲が当該下請契約又は

資材等の購入契約を解除する等当該者を利用しないよう求めたにもかかわらず、これに従

わなかったとき 

（７）代表一般役員等が無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律（平成11年法律第

147号）第５条に規定する観察処分の決定を受けた団体の役職員又は構成員であるとき 

（８）乙が貸付料の支払義務を２ヶ月以上怠ったとき 

（９）乙が第17条又は第18条の規定に反したとき 

（10）甲が公用、公共用、公益事業又は甲の企業の用に供するため貸付物件を必要とし、地方自



治法第238条の５第４項に基づき本契約を解除する必要があるとき 

（11）乙がその他本契約に違反したとき 

（12）モニタリング基本計画に定める解除事由が発生したとき 

（13）第20条第２項に基づき甲が乙の履行義務を必要な範囲で免責したとしても乙による本事業

の継続が不可能又は著しく困難であると判断したとき 

（14）甲及び乙の間で締結された●年●月●日付け首都圏情報発信・交流拠点施設整備運営事業

基本協定書第10条第１項各号に定める事由が発生したとき 

（15）その他乙が著しく信頼関係を破壊するような行為をなし、あるいは事実が発生したとき 

２ 甲は、前項に定める場合のほか、必要があると認めるときは、乙と協議の上、この契約を解

除することができる。 

 

（賃貸人の事由による契約の解除） 

第 22条 甲の責めに帰すべき事由により、甲が本契約上の甲の重大な義務に違反し、乙から 60

日以上の当該不履行を是正するのに必要な合理的期間を設けて催告を受けたにかかわらず、当

該期間内に当該不履行が是正されない場合、又は甲の責めに帰すべき事由により本契約に基づ

く乙の重要な義務の履行が不能になった場合は、乙は、甲に対し、解除事由を記載した書面を

送付することにより、本契約を解除することができる。 

 

（違約金） 

第 23条 乙は、第 21条第１項に基づき本契約を解除されたとき（第 21条第１項第 10号及び第

13号に基づき本契約が解除された場合を除く。）は、固定貸付料の６ヶ月分に相当する額を違

約金（以下「違約金」という。）として甲に支払わなければならない。 

２ 前項の違約金は、第26条に定める損害賠償額の予定又はその一部と解釈しないものとする。 

 

（返還金） 

第 24条 乙は、第 21条第１項第１号から第９号、第 11号から第 15号の規定に基づき本契約を

解除されたときは、既納貸付料の返還を請求することができない。 

２ 第21条第１項第10号の規定に基づき本契約を解除された場合は、固定貸付料は、日割計算に

より算出した金額とし、乙は既納貸付料の返還を請求することができる。 

３ 前項の場合において、乙に未払いの貸付料、遅延損害金、違約金及び損害賠償金があるとき

は、甲は既納賃付料をもってこれに充当することができる。ただし、乙は、甲に対して、既納

貸付料をもってその債務に弁済充当するよう求める権利を有しない。なお、甲が返還すべき貸

付料がある場合、これに利息を付さないものとする。 

４ 前項の場合において、既納貸付料が未払いの貸付料、遅延損害金、違約金及び損害賠償金の

合計額に満たないときは、甲が弁済を充当すべき債務を指定することに乙は同意する。 

 

（原状回復義務） 

第 25 条 乙は、貸付期間の満了日の３年前の応当日から貸付期間の終了日までの間、甲と協議

の上、本契約が貸付期間の満了日に終了するときは、貸付期間の満了日の６か月前までに、貸

付物件の返還計画を甲に提出し、甲の事前の承認を得なければならない。また、乙は、当該返



還計画に従って、甲の指定する日までに、貸付物件を原状に回復して甲に返還しなければなら

ない。ただし、甲が承認したときは、この限りでない。 

２ 乙は、第21条の規定により本契約を解除されたとき（第21条第１項第10号及び第13号に基づ

き本契約が解除された場合を除く。）は、甲の指定する日までに、貸付物件を原状に回復して

甲に返還しなければならない。ただし、甲が承認したときは、この限りでない。 

３ 第21条第１項第13号に基づき本契約が解除されたときは、甲及び乙は、貸付物件の返還につ

いて協議を行うものとする。 

４ 第１項及び第２項の場合において、乙は、貸付物件の明け渡しに際し、自己が搬入した物品

類を全て収去し、造作、加工したものがあれば、すべてこれを原状に復した上、甲の立ち会い

を求め、貸付物件の明け渡しをしなければならない。乙は、甲に対し貸付物件に投じた必要費、

有益費その他造作買取を含めた費用の償還を請求しない。 

 

（損害賠償等） 

第 26 条 乙は、その責めに帰す事由により貸付物件又は共用部が滅失又は毀損したときは、当

該滅失又は毀損による損害に相当する金額を損害賠償として甲に支払わなければならない。た

だし、第 19条第２項第４号の規定により貸付物件を原状に回復したときは、この限りでない。 

２ 前項の場合のほか、乙は、この契約に定める義務を履行しないため甲に損害を与えたときは、

その損害に相当する金額を損害賠償として甲に支払わなければならない。 

３ 本契約が終了しているにもかかわらず、乙が貸付物件及び共用部の明け渡しをしない場合、

乙は甲に対し、本契約終了の日の翌日から明け渡し済に至るまで、第３条記載の貸付料に相当

する損害金を支払わなければならない。この損害金は、別紙２第３項記載の算定式に従い算出

するものとする。 

４ 乙は、第21条第１項第10号の規定により契約を解除された場合において、損失が生じた、又

は生じるときは、乙は、甲に対して、地方自治法第238条の第５条第５項に基づき、その損失の

補償を求めることができる。 

 

（商標登録） 

第 27 条 乙は、貸付物件の施設名称等について商標登録を希望する場合、自己の責任と費用に

おいて登録するものとする。ただし、当該商標登録にあたり、乙は甲の事前の承認を得ること

とし、かつ、貸付期間の満了日に、甲の指示に従い、当該商標登録により発生した商標権を放

棄又は甲へ無償譲渡することを予め承認するものとする。 

２ 前項ただし書きの場合において、甲又は甲の指定する第三者が、乙に対して、商標権の無償

譲渡を求めたときは乙はこれに応じるものとし、商標権の無償譲渡に必要な手続費用は、甲又

は甲の指定する第三者が負担する。 

 

（契約見直しに関する協議） 

第 28 条 甲及び乙は、外部環境等の変化等を踏まえ、貸付期間開始日から原則５年毎に、貸付

料、貸付期間、KPI、使用用途、提案書類に基づく貸付物件の運営事業の内容及び第 25条に定

める原状回復義務を含めた本契約条件の見直しについて協議することができる。当該協議は、

当該各５年後の属する事業年度の前事業年度の９月１日から同年度の 11 月末日までの間に行



うものとする。なお、甲及び乙は、当該協議にあたっては有識者その他の第三者の意見を聴く

ことができるものとする。 

 

（効力の存続） 

第 29条 本契約が終了した場合でも、第 10条第２項第４号、第 26条及び第 32条の規定は、引

き続きその効力を有する。 

 

（契約の費用） 

第 30条 本契約に要する費用は、乙の負担とする。 

 

（信義誠実の義務） 

第 31条 甲及び乙は、信義を重んじ、誠実に本契約を履行しなければならない。 

 

（管轄裁判所） 

第 32 条 本契約から生ずる一切の法律関係に基づく訴えについては、高松地方裁判所をもって

管轄裁判所とする。 

 

（疑義の決定） 

第 33 条 本契約に定めのない事項及び本契約に関し疑義が生じたときは、甲乙協議の上、定め

る。 

  



 上記契約の締結を証するため、この契約書を２通作成し、甲乙記名押印の上、各自その１通を

保有する。 

 

 

 

令和 年 月 日 

 

                 貸主（甲） 高松市番町四丁目1番10号 

                        

香 川 県 

                        

香川県知事  ○ ○ ○ ○ 

 

 

                 借主（乙） （住所） 

 

                       （氏名） 

 

  



別紙1 

 

１．貸付物件の表示 

（建物の部） 

所   在   地 用 途 構 造 延床面積（㎡） 備 考 

〇〇市〇〇町〇丁目〇〇番〇〇 〇〇 

 

〇〇〇〇.〇〇  

 

２．専用使用部分及び共用部分 

 

専用使用部分 
 

 

共用部分 
 

 

 

  



別紙２ 

 

変動貸付料の算出方法等 

 

 

１．変動貸付料の算定式 

 各事業年度における変動貸付料の額は以下の算定式により算出する。 

 

 変動貸付料の額＝｛Ａ－（Ｂ×1.2）｝×Ｃ 

なお、変動貸付料の額が０以下となったときは、変動貸付料は０円とする。 

 

Ａ：当該事業年度の税引前当期純利益（本別紙に基づき算出される変動貸付料を含まない

額）（円） 

Ｂ：提案書類に記載された当該事業年度の収支計画上の税引前当期純利益（円） 

Ｃ：●4％ 

 

 ただし、事業年度の途中で貸付期間が終了した場合においては、 

Ａ：当該事業年度の開始日から貸付期間終了日までの税引前純利益（本別紙に基づき算出さ

れる変動貸付料を含まない額）（円） 

Ｂ：提案書類に記載された当該事業年度の収支計画上の税引前当期純利益×（当該事業年度

の開始日から契約解除日までの日数）÷365 

 と読み替えて計算するものとする。 

 

２．変動貸付料の通知及び確定 

 ⑴ 変動貸付料の額の通知に際する根拠資料の提出 

乙は、各事業年度終了後速やかに１．に定める算定式に従って変動貸付料の額を算出する

ものとする。 

乙は、各事業年度の終了日から１ヶ月以内に、１．の算定式により算出した結果及び甲が

別途指定する根拠資料を添付して、当該事業年度における変動貸付料の額を甲に通知する。 

 ⑵ 変動貸付料の額の確定 

甲は２．⑴の通知を受けたときは、その内容を確認し、変動貸付料の額を定めるものとす

る。 

甲は、納入通知書（ただし、変動貸付料の額が０円となる場合を除く。）を乙に対して発

行する。 

 

3．第26条第３項（損害賠償金）に定める変動貸付料に相当する損害金 

 第26条第３項の規定が適用される場合における変動貸付料に相当する損害金は、第１項によ

り算出された最終事業年度の変動貸付料を、１年を365日として日割り計算した額とする。 

                                                   
4 運営事業者の提案内容を踏まえて具体的な率を定めるものとします。 


